
●問い合わせ：さつま町役場　ＴＥＬ(５３)１１１１　ＦＡＸ(５２)３５１４

20広報さつま

◎主な材料（１本分）

■梅ジャム

　梅，砂糖（梅の60％～70％）

■ロールケーキ　１本分

　卵６個，砂糖１２０ｇ，バニラエッセン

ス少々，牛乳大さじ１，薄力粉１２０ｇ

<梅ジャムの作り方>

①よく熟した梅を洗ってざるにあけ，水気

　を切っておく。

②ほうろうの鍋に入れ，水から静かにゆで

　る。数回くり返す。

③ざるにあけて水気を切り，裏ごしにする。

④鍋に③と砂糖を入れ，弱火で煮詰める。

<ロールケーキの作り方>

①卵黄に砂糖の１／３量を入れ，湯煎にか

　け人肌程度に温めて泡立てる。

②卵白を角が立つまで泡立て，残りの砂糖

　を２～３回に分けて加え，よく泡立てる。

③バニラエッセンスと牛乳を加えて混ぜる。

④薄力粉をふるいながら入れ，サックリと

　混ぜる。

⑤オーブンシートを敷いた天板に④を流し

　入れる。

⑥１７０℃で熱したオーブンの中段で１０～

　１２分焼く。

⑦巻きすの上に布きんを敷き，ケーキを裏

　返してのせ，オーブンシートをはがす。

⑧手前側に４～５本軽く切り目を入れる。

⑨梅ジャムを向こう側２㎝ほど残して塗り，

　手前から巻き，巻き終わりを下にしてし

　ばらくおいてなじませ，冷めてから切る。

梅ジャムロールケーキ

一般的に１時間に２０ミリ以上，または降り

始めてから１００ミリ以上になったら，土砂

災害の危険が高いとされており十分な注意が

必要です。気象情報に注意しましょう。

家の近くにある土砂災害危険箇所を確認して

おきましょう。もしわからなかったら，役場

か北薩地域振興局建設部へ問い合わせてくだ

さい。

指定されている避難場所

を確認しておきましょう。

役場からの情報をよく聞

き，必要な場合は早目に

避難しましょう。

さつま町役場　　53-1111　
      建設課（内線2252～2254）
�　　耕地林業課（内線2432）

６月１日～６月３０日
雨に注意！！

危険箇所

避難場所

河川愛護月間
５月21日から６月20日

河川はわたしたちの生活に“うるおい”と“

やすらぎ”を与えてくれる、大切な財産で

す。この運動は河川についての理解と関心

を深め、きれいな河川環境を守っていくこ

とを目的としています。

河川及び道路愛護運動実施団体につい

ては，配付してあります「実施報告書」

を提出してください。

○提出・お問い合わせ先

　　建設課道路維持係　（内線2254）

　　鶴田土木管理係　　（内線4221）

　　薩摩土木管理係　　（内線6141）
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■くらしの情報

１．自転車の歩道通行可能用件が明確化

　自転車の「歩道通行可」標識で指定された場所以外でも，次の場合には，自転車で

歩道を通行することができます。

　①「歩道通行可」の標識等がある場合　②13歳未満の子供や70歳以上の方の場合

　③交通の状況から，やむを得ない場合

　※「自転車は車道通行が原則」であることに変わりはありません。

２．子供が自転車に乗る時は，ヘルメット着用

　13歳未満の子供を自転車に乗車させる場合には，自転車用ヘルメットを着用させましょう。

３．後部座席を含む全席シートベルト着用が義務化

　自動車は，運転席・助手席以外の席の後部座席でも，シートベルトの着用が完全義務化となります。高速道路・自動車専用道路において，

違反した場合には，行政処分の点数が付されます。

４．高齢運転者標識の表示が義務化

　75歳以上の方については，高齢運転者標識の表示が義務化されました。70歳以上～74歳以下の方は，いままでどおり努力義務となります。

５．聴覚障害者の普通免許取得が可能に

　適性検査（聴力）の合格基準を満たさない方でも，車両にワイドミラーを装着すること等を条件として，普通免許を取得することが可能と

なりました。

　「聴覚障害者標識」の表示は義務となります。

道路交通法の改正について　～６月１日から施行～
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健康増進課　健康増進係　内線２１４３

●健康診査日程などについて

■１歳６ヶ月児（Ｈ18,10生）健

康診査＝６月18日（水）午後０時

30分～　宮之城保健センター

■３歳児（Ｈ17,4生）健康診査＝

６月25日（水）午後０時30分～　

宮之城保健センター

■２歳６ヶ月児（Ｈ17,11生・12

生）歯科健康診査＝７月３日（木）

午後１時～午後１時30分受付　宮

之城保健センター

■すくすく育児相談＝７月４日

（金）午前９時30分～午前11時　

宮之城保健センター

■４～５ヵ月児（H20,2生）産婦

健康診査＝７月９日（水）午後０

時30分～　宮之城保健センター

■母子健康手帳交付＝６月23日

（月），７月14日（月）午前９時30

分～午前11時　宮之城保健センター

※健康保険証，印鑑をご持参の上，

お越しください。

■フッ化物塗布＝６月18日（水），

６月25日（水），７月３日（木）

午後３時～午後４時受付　宮之城

保健センター

■総合健康相談＝７月１日（火）

午前９時30分～午前11時　宮之城

保健センター

●楽々健康ウォーク

　みなさん，一緒に歩いて気持ち

いい汗を流してみませんか？

■風流花の道コース＝６月８日

（日）午前７時～宮之城伝統工芸

センター出発

■緑のオアシスコース＝６月28日

（土）午前７時～佐志地区公民館

出発

消防本部　　５２－０１１９

●ガソリンなどの適正な取り

　扱いについて

　消防署では，６月８日から14日

までの７日間を危険物安全週間と

し，町民の方々に対して危険物の

保安についての啓発活動を展開し

ています。

１．ガソリンの灯油用ポリ容器で

　の保管はやめましょう！

■マイナス40℃以下でも静電気な

どの火源により引火する危険性が

あります。■ポリ容器に入れた場

合，容器が侵食され変形し，ガソ

リンが漏れ出す恐れがあります。

■ポリ容器に入れていたため，灯

油と間違えてストーブに給油し火

災となった事例があります。■ガ

ソリン・混合油の保管・運搬は金

属製の容器（消防法適合品）を使

用して下さい。■一般家庭で貯蔵

できるガソリン・混合油の量は40

㍑未満です。

２．セルフスタンドにおける安全

な給油について！

■ドライバーが自らガソリンを容

器に注入することはできません。

　神戸市では，ドライバーが車に

積んだ金属性のガソリン携行缶に

ガソリンを注入した際，何らかの

原因で火災が発生した事例があり

ました。■ドライバーは，自分の

給油する自動車の燃料をきちんと

把握し，正しい燃料を給油しまし

ょう。■給油前には，静電気の除

去を確実に行いましょう。

●４月の火災・救急情報

○救　急

◆出動件数　　75件

◆運んだ人　　77人

◆内訳

　急　病　36件36人

　交通事故６件８人

　その他　33件33人

○火　災

◆発生件数　１件

◆内訳

　林　野　　１件


